
                       居宅介護支援 事業所 
１、運営規程の概要 

事業所名 ケアサービス まごの手 サービスの種類 居宅介護支援 

所 在 地 村上市塩町 1２番 1９号 事業所番号 １５７１２００２０１ 

連 絡 先 電話 0254-53-3102  FAX 0254-53-3168 管 理 者 遠山 貴士 

営 業 日 土・日曜日、国民の祝日（振替休日を含む。）、 

年末年始(１２月３１日から１月４日)を除く日とする。 

介護支援専門員 遠山貴士(常勤) 松村美和(常勤) 

中倉恵(常勤) 葛籠美由紀(常勤) 

齊藤潤子（常勤） 

営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 備 考 時間外、休日であっても携帯等で

対応する 

利 用 料 法定代理受領分 厚生労働大臣が定める告示上の基準額 通常の事業

の実施地域 村上市・岩船郡 法定代理受領分以外 厚生労働大臣が定める告示上の基準額 

 

２、利用料等その他の費用の額 

   利用料は厚生労働大臣が定めた法定利用料に基づく料金ですが、原則としてその全額が介護保険から給付されるため、

利用者の自己負担はありません。 

① 基本単価 

ｲ) 居宅介護支援費（Ⅰ） 

〈担当件数が４０件未満〉 

ﾛ) 居宅介護支援費（Ⅱ） 

〈担当件数が４０件以上６０件未満〉 

ﾊ) 居宅介護支援費（Ⅲ） 

〈担当件数が６０件以上〉 

要介護 1・2    10，86０円／月 

要介護 3・4・5  14，11０円／月 

要介護 １・２     5，44０円／月 

要介護 ３・４・５  7，040 円／月 

要介護 １・２     3，２60 円／月 

要介護 ３・４・５ 4，220 円／月 

② 加 算 

加算の種類 加算の要件 加算額 

初回加算 

新規あるいは要介護状態区分が２区分以上

変更された利用者に対し指定居宅支援を提

供した場合（１月につき） 

３，０００円 

入院時情報 

連携加算(Ⅰ) 

利用者が病院又は診療所に入院した日の内

に、当該病院又は診療所の職員に対して必要

な情報を提供した場合 

２，５００円 

入院時情報 

連携加算(Ⅱ) 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌

日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員

に対して必要な情報を提供した場合 

２，０００円 

退院・退所加算 

病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス

計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合（入院又は入所期間中につき１回を限度） 

【(Ⅰ)イ】 

病院等の職員からの情報収集をカンファレ

ンス以外の方法により１回行っている場合 

４,５００円 

【(Ⅰ)ロ】 

病院等の職員からの情報収集をカンファレ

ンスにより１回行っている場合 

６，０００円 

【(Ⅱ)イ】 

院等の職員からの情報収集をカンファレン

ス以外の方法により２回以上行っている場

合 

６，０００円 

【(Ⅱ)ロ】 

病院等の職員からの情報収集を２回行って

いる場合であって、うち１回以上がカンファ

レンスによる場合 

７，５００円 

新潟県知事指定 



【(Ⅲ)】 

病院等の職員からの情報収集を３回以上行

っている場合であって、うち１回以上がカン

ファレンスによる場合 

９，０００円 

ターミナルケアマ

ネジメント加算 

在宅で死亡した利用者に対して、ターミナル

ケアマネジメントを行った場合（１月につき

） 

４，０００円 

緊急時等居宅 

カンファレンス 

加算 

病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪

問してカンファレンスを行い、利用者に必要

な居宅サービス等の利用調整を行った場合

（１月に２回を限度） 

２，０００円 

特定事業所 

加算(Ⅰ) 

主任介護支援専門員を２名以上配置し、質の

高いケアマネジメントを実施できる体制を

整える等、一定の要件を全て満たした場合 

５，１９０円 

特定事業所 

加算(Ⅱ) 

主任介護支援専門員を１名以上配置し、質の

高いケアマネジメントを実施できる体制を

整える等、一定の要件の一部を満たした場合 

４，２１０円 

特定事業所 

加算(Ⅲ) 

主任介護支援専門員を配置し、質の高いケア

マネジメントを実施できる体制を整える等、

一定の要件の一部を満たした場合 

３，２３０円 

特定事業所 

加算(A) 

主任介護支援専門員を配置し、質の高いケア

マネジメントを実施できる体制を整える等、

一定の要件の一部を満たした場合。24時間連

絡体制を確保し、かつ必要に応じて相談体制

を確保。 

１，１４０円 

特定事業所医療介

護連携加算 

特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)のいずれか算定

し、かつ、医療機関等との連携に関する取組

を積極的に行っている場合 

１，２５０円 

特別地域 

居宅介護支援加算 
当事業所が特別地域に所在する場合 上記基本利用料の１５％ 

小規模事業所加算 

当事業所が特別地域に所在せず、１月あたり

の実利用者数が２０名以下の小規模事業所

である場合 

上記基本利用料の１０％ 

中山間地域等に 

居住する者への 

サービス提供加算 

中山間地域（＝新潟県の場合は全域）におい

て、通常の事業の実施地域外に居住する利用

者へサービス提供した場合 

上記基本利用料の５％ 

通院時情報連携加

算 

医師の診察を受ける際に同席し、医師等に心

身の状況や生活環境等の必要な情報提供を

行い、医師等から必要な情報提供を受けた上

でケアプランに記録（1月につき） 

５００円 

③ 減 算 

ｲ) 特定事業所集中減算 ▲ ２，０００円／月 

ﾛ) 運営基準減算 

 

減算要件に該当した場合                      基本単価の５０％を算定 

上記減算が２ヶ月以上継続している場合         算定しない 

３ 苦情処理の体制       別紙のとおり 

４ 事故発生時の対応等 

  ○当事業所は、利用者に対する居宅介護支援等の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者家族、市町村等に 

連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 



  ○当事業所は、利用者に対する居宅介護支援等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行いま 

す。 

  ○当事業所は、事故が発生した際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

 

５  秘密の保持 
   ○当事業所の介護支援専門員その他の従業者は、その業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報につ 

いては、正当な理由がない限り、契約中および契約終了後においても第三者には決して漏らしません。 

  ○当事業者は、介護支援専門員その他の従業者が当事業所の従業員でなくなった後も、当事業者の責任において当該従業 

員が業務上知りえた利用者及びその家族の秘密の保持を行います。 

   ○前項の規定にかかわらず、事業者は、利用者の居宅サービス計画を作成するために行われるサービス担当者会議及び連 

絡調整以外の目的に利用しないことを条件に、サービス計画に位置づけられた事業所、主治医及び保険者に対し、個人 

情報を提供できるものとします。 

 

 

６ サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）介護支援専門員に贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（２）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員又はサービス事業

所の担当者へご連絡ください。 

（３）病院や診療所に入院する必要が生じた場合には、「９．担当の介護支援専門員」に記載の介護支援専門員の氏名及び連絡先を入

院先の病院等にお伝えください。 

 

 

７ 虐待の防止について 

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者 遠山 貴士 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（5） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知します。 

（6） 虐待の防止のための指針を整備しています。 

(7) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利

用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

 

８ 身体的拘束について 

  事業者は原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他

人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限

の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体的拘束を行った日時、理由及び様態等についての記録を行います。また事業者と

して、身体的拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

(1) 切迫性……直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

 (2) 非代替性…身体的拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

 (3) 一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

 

９ 業務継続計画の策定等 

 (1)感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

 (2)感染症及び災害に係る研修を定期的(年 1回以上)に行います。 

 (3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 



(4)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

１０ 衛生管理等 

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果について従業者

に周知します。 

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。 

  (3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 

(4) 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

訪問介護・元気応援訪問介護 事業所 

１、運営規程の概要 

事業所名 ケアサービス まごの手 サービスの種類 訪問介護・元気応援訪問介護 

所 在 地 村上市塩町 1２番 1９号 事業所番号 １５７１２００２１９ 

連 絡 先 電話 0254-53-3102  FAX 0254-53-3168 管 理 者 高橋 陽子 

 

営 業 日 

 

土・日曜日、国民の祝日（振替休日を含む。）、 

年末年始(１２月３０日から１月４日)を除く日とする。 

サービス提供責任者 高橋 陽子 （介護福祉士） 

工藤 望 （介護福祉士） 

 

ホームヘルパー 3 人以上 

営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 備 考 休日のサービス提供は利用者の希

望に応じて 365 日対応する 

利 用 料 法定代理受領分 厚生労働大臣が定める告示上の基準額の利用者負担分 通常の事業

の実施地域 

・村上市・岩船郡 

 法定代理受領分以外 厚生労働大臣が定める告示上の基準額 

２、利用料等その他の費用の額 

(1) 指定訪問介護(法定代理受領サービスの場合)を提供した場合、利用料は次の通りとし、利用者の自己負担はそのうちの

１割です。  

  

《訪問介護》 

    (2) ２人の訪問介護員がサ－ビス提供した場合で、厚生大臣が認める要件を満たしている場合は所定単位数の２００％。 

 ・加算 

    加算の種類 加 算 の 要 件 加 算 額 

初回加算 新規の利用者へサービス提供した場合(１月につき) ２，０００円 

緊急時訪問介護加算 利用者や家族等からの要請を受け、緊急にサービスを提供した場合(１月につき) １，０００円 

夜間・早朝、深夜加算 
夜間（１８時～２２時）又は早朝（６時～８時）にサービス提供する場合 上記利用料の２５％ 

深夜（２２時～翌朝６時）にサービス提供する場合 上記利用料の５０％ 

特定事業所加算Ⅱ 当該加算要件及び人材要件を満たす場合 上記利用料の１０％ 

特定事業所加算Ⅴ 当該加算要件及び人材要件を満たす場合 上記利用料の３％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護職員処遇改善加算の算定要件を満たした場合 所定単位数×24.5％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 介護職員処遇改善加算の算定要件を満たした場合 所定単位数×22.4％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 介護職員処遇改善加算の算定要件を満たした場合 所定単位数×18.2％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 介護職員処遇改善加算の算定要件を満たした場合 所定単位数×14.5％ 

 

《介護予防訪問介護》及び《元気応援訪問介護》 
取 り 扱 い 要 件 基本利用料 

訪問型サービス費Ⅰ １週間に１回程度の訪問型サービスが必要とされた場合 １１,７6０円 

訪問型サービス費Ⅱ １週間に２回程度の訪問型サービスが必要とされた場合 ２３,４9０円 

訪問型サービス費Ⅲ 
１週間に３回以上の訪問型サービスが必要とされた場合 

（要支援２の利用者のみ対象） 
３７,27０円 

 

 

 

 

 

サ－ビス内容 ２0 分未満 ２０分以上 

３０分未満 

30 分以上 

１時間未満 

１時間以上 

1 時間 30 分未満 

1時間30分以上30分を超

えるごとに下記を加算する 

 １，６３0 円 ２，４４０円 ３，８７０円 ５，６７０円 ８２０円 

身 体 介 護 

 
引き続き「生活援助中心型」を算定する場合 

２５分増すごとに６５０円を加算 

（身体介護の所要時間が２０分以上の場合に限る） 

 20 分未満 20 分以上 45 分未満 45 分以上 

生 活 援 助 - １，７９０円 ２，２００円 

新潟県知事指定 村上市指定 



 

 ・加 算 

加算の種類 加 算 の 要 件 加 算 額 

初回加算 新規の利用者へサービス提供した場合 ２,０００円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護職員処遇改善加算の算定要件を満たした場合 所定単位数×24.5％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 介護職員処遇改善加算の算定要件を満たした場合 所定単位数22.4％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 介護職員処遇改善加算の算定要件を満たした場合 所定単位数×18.2％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 介護職員処遇改善加算の算定要件を満たした場合 所定単位数×14.5％ 

   

 

 

３、事故発生時の対応 

  ○当事業所は、利用者に対する指定通所介護等の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者家族、市町村等に 

連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

  ○当事業所は、利用者に対する指定通所介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行いま 

す。 

  ○当事業所は、事故が発生した際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

４、緊急時における対応方法 

サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医へ 

の連絡を行う等必要な措置を講じます。 

５， 秘密の保持 

   ○当事業者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、正当な理 

由がない限り、契約中および契約終了後においても第三者には決して漏らしません。 

  ○当事業者は、従業員が当事業所の従業員でなくなった後も、当事業者の責任において当該従業員が業務上知りえた利用 

者及びその家族の秘密の保持を行います。 

   ○前項の規定にかかわらず、事業者は、利用者の居宅サービス計画を作成するために行われるサービス担当者会議及び連 

 

７ 虐待の防止について 

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者  高橋 陽子 

（2）成年後見制度の利用を支援します。 

（3）苦情解決体制を整備しています。 

（4）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（5）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知します。 

（6）虐待の防止のための指針を整備しています。 

(7) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利

用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

 

８ 身体的拘束について 

  事業者は原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他

人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限

の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体的拘束を行った日時、理由及び様態等についての記録を行います。また事業者と

して、身体的拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

(1) 切迫性……直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

 (2) 非代替性…身体的拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

 (3) 一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

 

９ 業務継続計画の策定等 

 (1)感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 



 (2)感染症及び災害に係る研修を定期的(年 1回以上)に行います。 

 (3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 

(4)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

１０ 衛生管理等 

(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果について従業者

に周知します。 

(4) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。 

  (3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 

(4) 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

通所介護・元気応援通所介護 事業所 
 

１、運営規程の概要 

事業所名 デイサービス まごの手 サービスの種類 通所介護・介護予防通所介護 

所 在 地 村上市塩町 1２番 1９号 事業所番号 １５７１２００９９５ 

連 絡 先 電話 0254-53-3102  FAX 0254-53-3168 管 理 者 小池 由紀恵 

新潟県知事指定 村上市指定 



 

営 業 日 

月曜日から土曜日まで 

但し、日曜日と１月１日～１月３日を除く日とする。 

 

通常の事業の実施地域 

 

村上市 

 

営業時間 ８：３０分 ～ １７：３０分 サービス提供時間 9：１５分 ～ １6：３０分 

利 用 料 
法定代理受領分 厚生労働大臣が定める告示上の基準額の利用者負担分 
法定代理受領分以外 厚生労働大臣が定める告示上の基準額 

 

その他の費用 食費６8０円、おむつ代実費、利用者の希望による日常生活費（身の回り品及び教養娯楽費）実費 

２、従業者の勤務体制 

職  種 
員  数 

職  種 
員  数 

常 勤 非 常 勤 常 勤 非 常 勤 

生活相談員 2（兼務 2）  介護職員 12（兼務３） 2 

看護職員 1（兼務） ４（兼務４） 機能訓練指導員 １（兼務） 4（兼務 4） 

 

３、利用料その他費用の額  

あなたがサービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として次の基本利用料の１割の額です。 

(1) 通所介護の利用料 

① 基本部分  通所介護費 

     

 

 

② 加 算 

加 算 の 種 類 加 算 の 要 件 加 算 額 

基本利用料 利用者負担金 

延 長 加 算 所要時間が9時間以上10時間未満の場合  500円  50 円 

入浴介助加算Ⅰ 利用者の入浴介助を行った場合(１日につき)  ４00円  ４0 円 

入浴介助加算Ⅱ 利用者の入浴介助を行った場合(１日につき) ５５０円 ５５円 

通所介護個別機能訓練加算Ⅰイ 
当該加算の体制・人材要件を満たし、利用者へ機能訓練

を行った場合（１日につき） 

５６０円 ５6 円 

通所介護個別機能訓練加算Ⅰロ ７６０円 ７６円 

通所介護個別機能訓練加算Ⅱ ２００円 ２０円 

(1) サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

（１回につき） 

220円 ２２円 

(2) サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８０円 １８円 

所要時間 

(１回あたり) 

利用者の

要介護度 

通 所 介 護 費 所要時間 

(１回あたり) 

利用者の要

介護度 

通 所 介 護 費 

基本利用料 利用者負担金 基本利用料 利用者負担金 

 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ ３,７００円 ３７０円  

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ ５,８４０円 ５８４円 

要介護２ ４,２３０円 ４２３円 要介護２ ６,８９０円 ６８９円 

要介護３ ４,７９０円 ４７９円 要介護３ ７,９６０円 ７９６円 

要介護４ ５,３３０円 ５３３円 要介護４ ９,０１０円 ９０１円 

要介護５ ５,８８０円 ５８８円 要介護５ １０,０８０円 １,００８円 

 

４時間以上 

５時間未満 

要介護１ ３,８８０円 ３８８円  

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ ６,５８０円 ６５８円 

要介護２ ４,４４０円 ４４４円 要介護２ ７,７７０円 ７７７円 

要介護３ ５,０２０円 ５０２円 要介護３ ９,０００円 ９００円 

要介護４ ５,６００円 ５６０円 要介護４ １０,２３０円 １,０２３円 

要介護５ ６,１７０円 ６１７円 要介護５ １１,４８０円 １,１４８円 

 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ５,７００円 ５７０円  

８時間以上 

９時間未満 

要介護１ ６,６９０円 ６６９円 

要介護２ ６,７３０円 ６７３円 要介護２ ７,９１０円 ７９１円 

要介護３ ７,７７０円 ７７７円 要介護３ ９,１５０円 ９１５円 

要介護４ ８,８００円 ８８０円 要介護４ １０,４１０円 １,０４１円 

要介護５ ９,８４０円 ９８４円 要介護５ １,１６８０円 １,１６８円 



(3) サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６０円 ６円 

認知症加算 当該加算の体制・人材要件を満たす場合（１日につき） 600円 60 円 

ADL維持等加算（Ⅰ） 当該加算の要件を満たす場合 ３０円 ３円 

ADL維持等加算（Ⅱ） 当該加算の要件を満たす場合 ６０円 ６円 

中重度者ケア体制加算 当該加算の体制・人材要件を満たす場合（１日につき） 450円 45 円 

若年性認知症利用者受入加算 
利用者ごとに個別の担当者を定めている事 

（１日につき） 
600円 60 円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算の算定要件を満たした場合   

所定単位数×9.2％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数×9.0％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数×8.0％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数×6.4％ 

 

(2) 元気応援通所介護の利用料 

     
    ①基本部分 元気応援通所介護サービス費 

 

利用者の要介護度 

介護予防通所介護費（１月あたり） 

基本利用料 利用者負担金 

要 支 援 １、２（週１回程度） 

事業対象者 

１７，９８０円 1，７９８円 

要 支 援 ２（週２回程度） 

事業対象者 

３６，２１０円 3，６２１円 

     

 

  ②,加 算 

加 算 の 種 類 加 算 の 要 件 加 算 額 

基本利用料 利用者負担金 

生活機能向上グループ活

動加算 

生活機能改善等の目的を設定した通所介護計画を作成する

こと。複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスが

実施されていること。１週間に1回以上実施していること。

（１月につき） 

１，０００円 １００円 

サービス提供体制強化加

算Ⅰ 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合（１月

につき） 

 

週一回程度  ８８0円  ８８円 

週二回程度 1,７６０円 1７６円 

サービス提供体制強化加

算Ⅱ 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合（１月

につき） 

週一回程度 ７２0円  ７２円 

週二回程度 １４４0円 １４４円 

若年性認知症利用者受入

加算 
利用者ごとに個別の担当者を定めている事（１月につき） ２,４００円 ２４０円 

運動機能向上加算 
個別の運動機能向上計画を作成し、これに基づいて個別の

運動機能向上サービスを行った場合（１月につき） 
２，２５０円 ２２５円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算の算定要件を満たした場合   

所定単位数×9.2％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数×9.0％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数×8.0％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数×6.4％ 

 

 

３、事故発生時の対応 

  ○当事業所は、利用者に対する指定通所介護等の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者家族、市町村等に 



連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

  ○当事業所は、利用者に対する指定通所介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行いま 

す。 

  ○当事業所は、事故が発生した際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

 

４、緊急時における対応方法 

サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医へ 

の連絡を行う等必要な措置を講じます。 

 

５， 秘密の保持 

   ○当事業所の従業者は、その業務上知り得た利用者及び家族の秘密については、正当な理由がない限り、決して漏らしま 

せん。 

  ○当事業者は、従業員が当事業所の従業員でなくなった後においても、当事業者の責任において、当該従業員が業務上知 

り得た利用者及びその家族の秘密の保持を行います。 

   ○当事業所は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、利用者の居宅サービス計画（又は介護予防サービス計画） 

立案のためのサービス担当者会議並びに介護支援専門員（又は地域包括支援センター）及び居宅サービス事業者（又は 

介護予防サービス事業者）や主治医との連絡調整において必要な場合に限り、必要最小限の範囲内で使用できるものと 

します。 

 

6,  苦情処理の体制     別紙 のとおり 

 

７ 虐待の防止について 

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者  小池 由紀恵 

（2）成年後見制度の利用を支援します。 

（3）苦情解決体制を整備しています。 

（4）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（5）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知します。 

（6）虐待の防止のための指針を整備しています。 

(7) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利

用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

 

８ 身体的拘束について 

  事業者は原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他

人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限

の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体的拘束を行った日時、理由及び様態等についての記録を行います。また事業者と

して、身体的拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

(1) 切迫性……直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

 (2) 非代替性…身体的拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

 (3) 一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

 

９ 業務継続計画の策定等 

 (1)感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

 (2)感染症及び災害に係る研修を定期的(年 1回以上)に行います。 

 (3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 

(4)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

１０ 衛生管理等 

(5) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果について従業者



に周知します。 

(6) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。 

  (3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 

(4) 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 


